
JCAN 証明書サービスご利用条件 

 

2022 年 5 月 19 日改訂 

 

ご利用者は、このご利用条件の定めるところにより JCAN 証明書サービスをご

利用ください。 

 

１ JCAN 証明書サービス 

JCAN 証明書は、GMO グローバルサイン株式会社（所在地：東京都渋谷区、

法人番号：1011001040181、以下「GMO グローバルサイン」といいます）が

運営する JCAN 認証局から発行される電子証明書です。ペーパーロジック

株式会社（以下「当社」といいます）は、JCAN 認証局の LRA として、一般

財団法人日本情報経済社会推進協会（所在地：東京都港区、法人番号：

1010405009403、以下、「JIPDEC」といいます）による JIPDEC トラステッド・

サービス登録(電子証明書取扱業務)の審査に合格し、その LRA 業務を遂行

します。 

 

２ ご利用者の役割 

 JCAN 証明書サービスのご利用にあたり、ご利用者は paperlogic サービス

利用約款第 12 条の管理者（以下「管理者」といいます）に次の事項を遵

守させてください。 

（１）  JCAN 証明書の発行対象者をご利用者の組織に属する方とし、ご利用者

はこのことを保証すること 

（２）  JCAN 証明書の発行対象者がご利用者の組織に属さないこととなった

場合には、直ちに電子証明書の失効手続きをとり、発行対象者の証明

事項に変更があった場合には、直ちにその変更手続きをとること 

（３）  JCAN 証明書を適切な機器に導入し、発行対象者に使用・管理せしめる

こと 

（４）  JCAN 証明書を発行するにあたり、各ユーザーの本人確認及び在籍証明

もしくは資格証明を行うこと 

 

３ JCAN 証明書の有効期限、失効その他関連事項については、関連文書の定め

るところによります。 

 

４ JCAN 証明書サービスの失効手続 



  当社は、ご利用者に次の事由が生じた場合、JCAN 証明書を失効させること

があります。 

（１）  ご利用者が次期の paperlogic サービス料金を払わず、サービス料金

が未払いとなっている場合 

（２）  ご利用者に paperlogic サービス利用約款第 15 条違反の事実があると

当社が判断した場合 

（３）  ご利用者が paperlogic サービスの利用契約を終了した場合 

 

５ 不可抗力 

ご利用者、当社及び GMO グローバルサインのいずれもが、JCAN 証明書の取

り扱いにおいて、適切な管理・運用を行っている状態で、第三者が証明書

の解析に成功し損害を発生させた場合においては、互いに一切の責任を負

わないものとします。 

 

６ ご利用者の同意 

  管理者は、JCAN 証明書のご利用にあたり、お申込みページにある「JCAN 証

明書サービスご利用条件」をお読みください。なお、管理者の同意はご利

用者の同意とみなされます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

ご利用者がペーパーロジック株式会社（以下「当社」といいます）のご提

供する paperlogic サービスより GMO グローバルサイン株式会社の JCAN 証

明書の発行とご利用をするにあたり、下記内容に同意していただく必要が

あります。良くお読みの上、「利用約款へ同意」ボタンをクリックしてくだ

さい。 

 

・  GMO グローバルサインの社員および当社の従業員と誤解されないように

JCAN 証明書をご使用すること。 

・  GMO グローバルサインおよび当社が JCAN 証明書に関する個人情報の利

用・開示（業務、監査・認定・訴訟対応）をし、JCAN 認定局および検証

者が JCAN 証明書に記載された個人情報の利用・開示（業務、検証、監

査・認定対応）すること。 

・  GMO グローバルサインまたは当社が JCAN 証明書及びパスワードをバッ

クアップすること。 



・  JCAN 証明書を安全な環境下で使用し、また、JCAN 証明書が有効でなく

なった場合（JCAN 証明書発行対象者がご利用者に属しないこととなった

場合を含みます）は、JCAN 証明書の使用を中止すること。 

・  JCAN 証明書の記載事項の変更は、速やかに当社にお知らせいただくこ

と。 

・  JCAN 証明書のインストールされた PC または媒体の紛失、盗難は、速や

かに当社にお知らせいただくこと。 

・  JCAN 証明書の信頼性が損なわれる可能性がある場合は、速やかに当社に

お知らせいただくこと。 

・  GMO グローバルサインまたは当社による JCAN 証明書の失効をお認めい

ただくこと。 

 

 

以 上 

 


